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第 76回全国植樹祭ポスター原画及び 

令和７年用緑化キャンペーンポスター原画募集要領 

 

１ 趣旨 

  森林の大切さや森林を守り育てることの大切さを伝えていくため、児童・生徒を対象に

「緑化キャンペーンポスター原画」を募集します。 

  また、愛媛県では令和８年春季に 60年ぶりとなる「第 76回全国植樹祭」を開催するこ

とから、今回、応募作品の中から「全国植樹祭ポスター原画」も選考し、開催機運の醸成

や緑化思想の高揚を図ることを目的とします。 

 

２ 主催 

  第 76回全国植樹祭愛媛県実行委員会・公益財団法人愛媛の森林基金 

 

３ 応募要領 

(1) 募集内容 

ポスターの図柄は自由ですが、募集の趣旨に沿ったものとします。なお、「全国植樹

祭ポスター原画」については、第 76 回全国植樹祭の開催理念や大会テーマを強調し

たものとします。 

(2) 画材 

   クレヨン・パステル・アクリル・水彩用絵の具・貼り絵 

   ※油絵具は用いないこと。 

   ※貼り絵の場合は、確認用の原画カラー写真（サイズは原画の 1/2以上）を添付する

こと。 

 

(3)  用紙 

  ① 材質 

    白色の画用紙（ケント紙を含む。）又は紙製ボード 

【開催理念】（「第 76回全国植樹祭基本構想」より） 

① 国民の森林･林業に対する理解を深め、森林の整備や森林資源の循環利用を一層

推進していく契機とし、持続可能な社会の実現につなげていきます。 

② 霊峰石鎚山を頂点とする四国山地の豊かな森林を、健全な姿で次の世代にしっか

りと引き継げるよう、県民参加による森づくりを推進します。 

③ 森林が育む愛媛の自然や文化、産業を県内外に発信し、全国の方々との｢絆｣を深

める｢愛顔(えがお)｣あふれる大会とします。 

 

【大会テーマ】 

育てるけん 伊予の国から 緑の宝 
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   ※パネルは用いないこと 

② サイズ 

    縦 51cm、横 36cm(Ｂ３判)の縦長 

    ※特別の理由があれば、縦 54.5cm横 39.4cm(四ﾂ切)の縦長でも可 

 

(4) 応募資格 

  県内の小学校、中学校、中等教育学校、高等学校及び特別支援学校の児童・生徒 

 

(5) 応募方法 

 ①公益財団法人愛媛の森林基金又は第 76 回全国植樹祭公式ホームページより応募様式

（別紙様式１、２）をダウンロードし、必要事項を入力してください。 

 

②別紙様式１、２をポスター裏面に貼り付けてください。 

   

  ③以下の方法に従い、データをメールで、ポスターを郵送等で送付してください。 

   【松山市以外の公立小中学校】  

   別紙様式１、２のエクセルデータとポスターを管轄の教育委員会へ送付してください。 

【個人応募・松山市の公立小中学校・国立学校・県立学校・私立学校】 

   別紙様式１、２のエクセルデータとポスターを以下の応募先へ送付してください。 

 

公益財団法人 愛媛の森林基金事務局 

（愛媛県農林水産部森林局森林整備課内） 

〒790-8570 松山市一番町四丁目４－２ 

E-mail:hori-ryousuke@pref.ehime.lg.jp 

 

(6)  応募締切 

令和６年９月 13日（金）※必着 

 

４ 注意事項 

  ・応募点数は 1人 1作品とし、各校３作品までとしてください。 

・「第 76 回全国植樹祭ポスター原画」と「令和７年用緑化キャンペーンポスター原画」

を区分して提出する必要はありません。 

・緑化の象徴として農作物や鹿等は趣旨に沿わないため、描かないでください。 

・図案中に文字を挿入しないでください。 

・応募作品は創作に限ります。 

 ・ 応募作品は返却しません。 
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５ 審査及び発表 

( 1 )  審査は、第 76回全国植樹祭愛媛県実行委員会（以下、「実行委員会」という。）が

設置する専門委員会の委員で構成する審査会と愛媛県緑化キャンペーンポスター原画

審査会により行います。 

( 2 )  入賞作品は令和６年 11 月頃に入賞者が在籍する学校長を通じて本人へ通知します。

画題・学校名・学年・氏名を公表する予定です。 

※最優秀賞に入選した場合は、令和７年１月頃に開催予定の第 76 回全国植樹祭実行委

員会総会でも発表します。 

 

６ 賞及び表彰 

 (1) 賞 

 

(2) 表彰 

【最優秀賞（第 76回全国植樹祭ポスター原画に採用)】 

・「第 76回全国植樹祭ポスター原画」として使用するとともに、実行委員会が主催する

行事等で表彰します。また、令和８年春に愛媛県で開催する全国植樹祭の式典におい

て、感謝状を授与する予定です。 

 

 

区分 点数 備考 

最優秀賞 
(第 76 回全国植樹祭ポ
スター原画に採用) 

全応募作品から 1点 
賞状、副賞(図書カード１万
円分)、記念品 

以下は、「令和７年用緑化キャンペーンポスター原画」用 

特選 
（愛媛県緑化キャンペ
ーンポスターに採用） 

全応募作品から 1点 賞状、記念品 

金賞 
(国土緑化推進機構へ
推薦) 

小・中・高校生ごとに数点 賞状、記念品 

銀賞 小・中・高校生ごとに数点 賞状、記念品 

銅賞 小・中・高校生ごとに数点 賞状、記念品 
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【最優秀賞を除く入賞作品（特選・金賞・銀賞・銅賞）】 

  ・入選者には（公財）愛媛の森林基金理事長から賞状等を贈呈します。 

  ・特選に選ばれた作品は、令和７年度の「愛媛県緑化キャンペーンポスター」として使

用するとともに、令和７年度愛媛県植樹祭において表彰します。 

  ・金賞に選ばれた作品は、本県選出作品として(公社)国土緑化推進機構が主催する「令

和７年用国土緑化運動・育樹運動ポスター原画」（全国コンクール）に推薦します。 

 

７ 入賞作品の取扱いについて 

  【最優秀賞（第 76回全国植樹祭ポスター原画に採用)】 

(1) 「第 76回全国植樹祭ポスター原画」として採用します。 

なお、（公社）国土緑化推進機構が主催する「令和７年用国土緑化・育樹運動ポス

ター原画」には推薦しませんので御了承ください。 

(2) 作品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）は、すべて

実行委員会に帰属し、実行委員会の解散後の入賞作品の著作権（著作権法第 27 条及

び第 28条に規定する権利を含む。）は、愛媛県に帰属します。 

(3) 入選者は当該入選作品に関し、著作者人格権を行使しないものとします。 

(4) 第 76回全国植樹祭の周知のため、ポスター以外にも使用することがあります。 

また、必要に応じて修正を加えることがあります。 

  【最優秀賞を除く入賞作品（特選・金賞・銀賞・銅賞）】 

  (1) 作品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）は公益社団

法人国土緑化推進機構及び公益財団法人愛媛の森林基金に帰属します。 

  (2) 金賞作品のうち、「令和７年用国土緑化運動・育樹運動用ポスター原画」に採用さ

れた作品については、必要に応じて修正を加えることがあります。 

 

８ お問合せ先 

  〇第 76回全国植樹祭ポスター原画について 

第 76回全国植樹祭愛媛県実行委員会事務局 

（愛媛県農林水産部森林局森林整備課全国植樹祭推進室内） 

〒790-0002 松山市二番町三丁目６－５ 

電話：089-961-1519 ＦＡＸ：089-961-1145 

E-mail：syokujusai@pref.ehime.lg.jp 

 

  〇令和７年用緑化キャンペーンポスター原画について 

公益財団法人 愛媛の森林基金事務局 

（愛媛県農林水産部森林局森林整備課内） 

〒790-8570 松山市一番町四丁目４－２ 

電話：089-912-2601 ＦＡＸ：089-912-2594 

E-mail：hori-ryousuke@pref.ehime.lg.jp 

mailto:hori-ryousuke@pref.ehime.lg.jp

